
（注）過去5年間の期間について⇒ここでの過去5年間とはH30年10月5日～Ｒ5年10月4日の期間を示しています。

　　　　この期間のなかで通算24ヶ月以上の相談支援業務の実務経験が本研修の受講の条件となります。

相　談　支　援　専　門　員　更　新

直近５年以内に２４ヶ
月以上の実務経験が
あり、事例が提供でき
る方

相　談　支　援　従　事　者　現　任　研　修　受　講

受　講　不　可

初　任　者　研　修

相談支援専門員の資格取得後、初めて現任研修を受講し更新される方

相談支援
専門員の
資格のあ
る方

２回目以降の更新の方

別紙１　　　　　　　令和５年度相談支援従事者現任研修受講・更新までの流れについて

現在相談支援業務に
ついていない方

現在相談支援業務に
ついている方（２４か月
以上の条件は問わな
い）

過去５年以内に２４ヶ
月以上の相談支援業
務経験がある方

過去５年以内に24ヶ月以上の相談支援業務経験がない方


